
1

-北広島団地内小学校の新たな適正配置住民説明会

と き 平成 19 年 8 月 23 日（木）

ところ 広葉小学校 体育館

じかん 19：00～22：20

参加者 48 名

事務局 教育長 白崎 三千年

管理部長 小菅 敏博

教育施策推進担当参事 工藤 正

主査 川合 隆典

主事 木村 洋一郎

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

■ 開 会 19：00～ 進行司会 小菅部長

■ 教育長挨拶 19：00～19：10

北広島市立小学校の適正規模の答申の経過説明及び本日の説明会の主旨説明

■ 適正規模に関する中間答申の説明 19：10～19：30

工藤参事から、パワーポイントを使用し、別紙資料により説明

■ 参加者からの意見、質問 19：30～22：20

事務局 それではこれから質疑応答に入らせて頂きます。

住 民 北進町に住んでおります。通学時間についてですが、ロイヤルシャトーのある北

進町 1 丁目から若葉小学校までは約 1.7km あって、大人の足だと 25～27 分、子ど

もだと 30～34 分とお話がありました。実測したことも存じております。小学校の保

護者説明会も聞いておりまして、説明会が続く忙しい中、実測をしていただいたこ

とは感謝をしております。ただ北海道新聞にもその様子が載ったのですが、ご覧に

なった方は分かると思いますが、大人がぴったりと寄り添ったかたちです。参加し

た方の話によりますと、教育委員会や大人が前を歩いている時間もかなりあったと

聞いています。子どもは横に大人がいたら、ついて行こうと一生懸命に歩きます。

わたしも前日に、家の小学校 2 年生の男の子をお友達と一緒に歩かせてみました。

北進町 1 丁目のアメックスの横から歩き始め、親は数 m 離れていつも学校に行くよ

うな感じで歩かせ、後ろから道順だけを指示しました。子どもだけで歩きましたが、

48 分かかりました。生協の坂から上がり、トリムコースではない方です。大人と一

緒に大人のペースで歩くならなら、30～34 分で歩けるのも事実だとは思います。た

だ現実に 2 年生の子どもが歩いて、48 分かかるのも事実です。広葉小学校の玄関が
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開くのは 8 時 5 分です。7 時 30 分に出ておりますが、玄関は開いているということ

なので、現在でも 35 分はかかっているということです。本当に児童に負担がないの

か、測定結果だけでは判断が出来ないかと思いますので、考えを聞かせて欲しい。

事務局 お年寄りの方も含めゆっくりと歩いて 25～27 分ということで、ご説明していると

いうことと、8 月 9 日に実施をしたときは、道順が分からないことがあり、大人も一

緒に歩くということで、教育委員会の職員が横についていたのも事実であります。

どのような歩き方が児童の標準的なものなのかというのは、その時点では出しよう

がない部分があります。教育委員会の基本的な考え方としては、通学距離が 2km 以

内ということは、問題ないのではないかと考えております。

住 民 2km 以内なら、時間がいくらかかっても問題ないという考えなのか。子どもの体

格差や体力に影響されると思うし、具合が悪いときなどは、1 時間以上かかることも

あるかもしれない。例えば冬場の薄暗いときに、2km 以内なら問題がないというこ

とで統廃合を決めたのか。

距離を実際に測りましたが、ロイヤルシャトーの端から若葉小学校まで 1.8km あ

ります。逆に白樺町から広葉小学校までは 1.6km あります。近い方の距離で統合を

考えず、遠くなる方に統合を考えたというのはどういうことなのか。これで通学に

問題ないとか、2km 以内だから問題ないと判断した、判断基準をお聞かせ願いたい。

事務局 文部科学省の遠距離通学の小学校基準というのは、4km 以内となっています。今

回は団地内の児童数の減少というということがあります。子ども達にとって、どの

ような教育環境が良いのかということで、少なくとも適正規模のかたちの中で、子

ども達の将来のために教育条件を整えていきたい。その場合に団地内の通学距離に

ついては、2km に収まるかたちでやっていこうという、基本的な考えを持っていま

す。いろいろな条件や子どもさんの状態によって、時間的に相違はあるかと思いま

す。ただ教育委員さんの考え方、教育委員さんと一緒に現地調査を行い、通学路の

状況等を含めて問題ないのではと考えております。

白樺町はどこから測ったのでしょうか。

住 民 白樺町 3 丁目です。聞きたいのはどうしてより遠くなる方を選んだのかというこ

とです。

事務局 こちらも 3 丁目は測定をしております。いる、いないを別として距離的な部分を

測りますと、3 丁目の奥は両方あるのですが、今回の距離については道なりというこ

とで保護者説明会でも出されています。広葉小学校に通う場合、若葉小学校の一番
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遠いところがどのくらいになるかという実測をしますと、2 通りの通学方法が考えら

れます。一旦緑陽通に出て渡り、緑陽通に沿って南町 4 丁目からまっすぐ緑道を通

り、若葉小学校へ出て広葉小学校へ行くという方法が 1 つ。それから一旦緑陽通を

渡り、スタンドの方に出て中央通まで出て、信号を渡り広葉ストアのところから来

るという方法です。この実測値でいいますと、1,990 数ｍという数字になっておりま

す。

住 民 大きな通りで計測すると、北進町からも 1.8ｍで収まらなくなると思う。通りの選

び方により違うかと思いますが、言いたいのは白樺町の人は負担が多いから、若葉

小学校に統合を決めたということですか。

事務局 距離については 2ｋｍ以内ということですし、位置関係からいいますと、距離は大

きな要素ではない。校舎の検討項目の中で、より教育環境的にはどちらが良いのか

ということについて、総合的に判断したという結果です。

住 民 望ましい通学時間とは、何分くらいで収まるのが望ましいと考えますか。

事務局 その条件にもよるかと思いますが、30～40 分以内と考えております。

住 民 48 分かかる子どもはどうすればいいのか。その辺の支援など考えているのか。学

校に着くのが目的ではないですよね。着いてから授業がありますよね。

事務局 時間については、いまのところ支援は考えておりません。

住 民 適切な時間についてですが、学校に行くまでに体力を消耗してしまっては、もし

体育などが 1 時間目にあった場合など、授業を受けるという部分で弊害になるので

はと思う。本来学校に行くことよりも、通学時間よりも、学校に行ってどのような

教育を受けるかということが、学校の本分ではないかと思います。適切な人数も大

事ですが、教育を受ける子ども達の心身ともに、健康な状態で授業を受けさせたい

と考えています。その辺はどのようにお考えでしょうか。

住 民 この間、札幌市の都市計画の中で、札幌市の通学距離については 1ｋｍ以内という

ことをやっているはずだから、確かめてくださいといいましたが、確かめましたか。

事務局 確認しておりません。
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住 民 同じ親が来るんだよ。なぜ確かめない。それに緑陽小学校と高台小学校を統合し

ても、1 年生が 19 人しかいないので、統合する意味がない。何が 2 学級が望ましい

なのか。

事務局 高台小学校と緑陽小学校が合併しても、複数学級の確保ができないという話です

が、通学区域審議会の中でもそちらについては議論されております。4 校を 1 校にし

て適正規模が成り立つという状態です。大曲東小学校については、4 校の数を合わせ

てもそれ以上の数がいます。その辺も議論されています。実際には真中につくらな

い限りは、子どもにとって通学距離が伸び、通学途上の心配もあります。保護者に

もそういう心配があるということから、数年後には複数学級を確保できない場面も

出てきますが、そういうことを踏まえて 4 校を 1 校にするという状況であれば、今

まで以上に保護者の皆さんに負担を強います。その辺は分かった上で、一番近くの

学校同士を 2 校ずつにするのが望ましいのではないかという、方向付けがされたと

いう経過があります。私どももその答申を受けまして、教育委員会で 5 回の検討会・

現地調査をしております。その後 2 回の会議を開き、最終的にその方向付けがされ

ました。私どもとしてはこの答申内容、教育委員会で方向付けをされた経過を重く

受け止め、事務局としてはこのことについて、理解を得るための説明会を開催させ

ていただいております。

通学距離 1km の話はされております。私どもも頭から抜けているわけではありま

せんが、そのことを頭に置きながら、それを踏まえて 2km というお話をさせていた

だいております。文部省のいう遠距離通学というのは 4km ということで、お話をさ

せていただいておりますが、団地の中は造成されて今日にいたるまで、他の地域と

は違うかたちで、より良好な住環境を整えるということでつくられた団地ですから、

距離が短い方がいいというのは、我々も思っております。しかし統合のためには遠

くなるところは当然ありますから、遠くなる部分を少しでも解消するために検討し

てきた結果、こういう方向付けをしたということです。

白樺町からの距離というのも、横断歩道があるところや、子どもが通学路として

歩いているところを私どもも歩いております。言われるように、子どもさん一人一

人に個性がありますので、時間の差はありますが、2km の範囲であれば通えるとい

う判断をしました。他の地域ですと 4～5km という地域もありますが、これは北広

島団地とは違う、昔からの地域・集団があって、距離が長くても通っていただいて

いる経過がありますので、そういったこととは別立てで考えております。

住 民 いま親御さんが 40 分とか 45 分かかる。それでくたくたになり、勉強が出来ない

と言っているのだから、1.5km や 2km が大丈夫などと言わないで、そういう現状を

踏まえた中で、もう 1 度物事を考えて欲しいといっている。
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競争の原理が働かない学校は、統合しても同じ北広島の中にある。また編成する

のか。それならばそれまで黙っておけばいいのではないか。生徒が 5 人や 6 人にな

ったら考えてあげればいいのでは。まず行政がリストラをやるべき。どうしても財

政難ならそれから考えるべき。どうしてもやるというなら、反対運動はいくらでも

しますよ。

住 民 わたしの考えとしては、統合した方が複数学級になるなどメリットが大きいと思

っています。統合に賛成の気持ちです。距離の話については説明があったように、

ほとんど差異がないというのも、納得はしています。いま問題になっている、時間

がかかる。それによって授業に取り掛かれないという部分については、わたしもそ

の程度の通学路を通っていましたので、考えていなかった。そのくらいのことは乗

り切るだろうという気持ちと、今までその距離を歩いていない子が、突然歩けば疲

れるのは当然です。ある程度馴れの部分はあるかと思っています。

最後に事務局に聞きたいのは、いま出ている問題等を含めて、集団登校とかバス

や自転車を使うということは考えていないのか。先ほど反対意見があったものです

から、保護者として賛成の意見もあるということを含めてお聞きします。

事務局 集団登校については、わたしが日常的に見ていることをお話させていただきます。

わたしは 7 時 30 分過ぎに団地から通っています。駅前の信号のところで、ロイヤル

シャトーのお子さんとかアネックスに住んでいるお子さんが、7～10 人くらいの塊で

小さいお子さんから大きなお子さんまで、一緒になって横断しているのを見ます。

皆さんが子どもさんを中心に関わり、子どもの安全を確保していただいているのは、

ありがたいと思いますし、すばらしいことだと思っています。

通学にバスを利用したいということでありますが、教育委員会の方でバスの 2 分

の 1 の補助制度があります。距離に関係なく使うことは可能となっています。

住 民 北進町の者ですが、最初に貰ったプリントで、統合問題については保護者や地域

の皆さんに説明会を行い、意見及びご理解を得ながら進めていきたいと考えており

ますとあります。今日は決定事項の説明会ではなく、わたし達に説明してくださっ

て、わたし達の意見を聞いて、変更もあり得る説明会なんでしょうか。それとも決

定しているので、こうやるという説明会なのでしょうか。

事務局 審議会の答申の中では 2 校を 1 校にということでしたので、それを教育委員会と

して、いろいろな角度から検討した結果、両校を 1 度廃止して、新たな学校をつく

る。そのつくった学校を使う校舎をどちらにするか、教育委員会として方向付けを

したということです。事務局職員としては、長い時間をかけて審議されて出された
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方向付けは重く受け止め、ご理解をいただくためにこれから先も説明会を開催し、

今日解決しないもの、お答えできないものに関しては、次回の説明会の中でお答え

していくということで、現時点では最大限に努力してまいりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。

住 民 最後はご理解いただきたいということでしたが、前半の部分を聞いた中では、2 校

の統合については決定で、使う校舎についてはまだ検討の余地があると聞こえたの

ですが、どうなのでしょうか。

事務局 現時点では決定はしておりません。方向付けがされたので、その説明に各地区を

回っているということです。

住 民 資料を見せていただいても、教育委員会とか上の方の資料だけですよね。現在の

若葉小学校や広葉小学校の教員や生徒達は、どのような考えでいるのかは一切載っ

ていない。そういう意見は聞いているのか。

事務局 適正配置の検討がスタートした時点で、校長先生方の意見は聞いております。先

生方の意見というお話でしたが、教育環境の整備というのは、我々教育行政を司る

者の役割だと思っています。通常適正配置・統廃合ということになりますと、賛成・

反対の方はおられます。その中で公平・公正に子ども達に教育をする先生方に、そ

ういう意見を聞き、どちらですかと問う考え方はありませんので、先生方の意見は

聞いておりません。あくまでも教育行政の役割として、適正な環境整備をするため

に取り組んでいるということであります。

住 民 どちらかということを教師が決めるとかではなく、子ども達の区域が変わるかも

しれないというときに、子ども達の気持ちや体力面に接しているのは、先生方です。

そういった面でもフォローできるのかという声や、子ども達の声はきちんと聞いた

方がいいのでは。

北進町でとくにロイヤルシャトーの方は、直ぐ裏に東部小学校が見えます。目の

前にある学校に通えずに、倍かかるような小学校に行くというのはどう思うのか。

若葉小学校に統合して遠くになるのだったら、直ぐ目の前の東部小学校に行きたい

というのが親の気持ちだし、子どもも近い学校があるのに、通えないのはなぜかと

いう気持ちになるかと思う。そういうことも含めて、もっと納得するような説明を

してもらわないと、ここに来ている人は納得できないと思います。

事務局 今回の適正規模・適正配置については、学校間の格差が生じてきているので、現
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行の制度の中で改善する方向で考えています。通学区域については、通学区域審議

会の中でも、全市的なことに関わってくるということで、団地の中に限定して考え

ていこうということ。通学区域そのものが、地域とのつながりや歴史的な部分もあ

りますので、今回通学区域については見直さないというかたちで来ております。

仮に東部小学校にどうなのかという話ですが、基本的には通学区域を変える考え

はありません。ただその子の事情によっては、全く駄目というわけではありません。

住 民 北広島市に越してきて間もないものですから、歴史のこと等は分からずに、ただ

目の前にある小学校になぜ行けないのか、ずっと疑問なのです。どのようにして学

区が決められているのか、基本的なことを教えていただきたい。

下に子どもがいますので、いつから統合しようとしているのかは、とても重要な

ことになります。それによって、住居も変える方もいると思う。何年ごろを検討し

ているのか教えていただけたらありがたい。

事務局 学区につきましては、北広島市に通学区域に関する規則というものがあります。

この中で基本的に町名をベースにして、通学区域を定めています。北広島団地の場

合は、昭和 43～44 年だったと思いますが、北海道がそこに良好な住宅地を供給する

ということで、人工的に 400 数十 ha の団地をつくったものであります。4 つの住区

に分けて、それぞれ同じような人口規模の団地をつくりました。その中で、学校や

保育園や公園等の整備もされております。この団地については住区ごとに校区を定

めまして、こちらでいうと第 1 住区全体を広葉小学校区、第 2 住区全体を若葉小学

校区ということで配置されています。配置する上で最初に出来たのが、この広葉小

学校です。急激にお子さんが増え、若葉小学校周辺にも急激に住宅が増えたもので

すから、一定の適正規模に近いかたちで教育環境を整えたいということで、順次学

校を整備した経過があります。急激に人口が増え、急激に人口が減ってきたという

ことがありますので、審議会の中でも全市的な環境を見ながら、この 4 校について

の適正規模配置、教育委員会としての統廃合について取り組んでいくという経過が

あります。規則に基づく団地の中の、通学区域に限っての適正配置について、進め

ているという状況です。

いつから統廃合を具体化していくのかということは、各地域の保護者の皆さまか

らも聞かれております。ただこのようにいろいろな意見が出ておりまして、統合の

方向に行く状況にいまはありません。これがある程度の理解が得られて、そういう

方向になりましたら、スケジュール的なものや、統合にあたっての交流事業や、広

葉小学校の良さと若葉小学校の良さを一緒にするために、先生方やＰＴＡの代表の

方などに集ってもらい、検討しながら進めていくということになっていくかと思い

ます。現状でいえば、スケジュールまで言える段階にはありません。
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住 民 こういった説明会を何回かやると思いますが、我々がどうしても納得できない部

分が上がってきているので、審議委員の方や教育委員の方は、どういう経緯で決め

たのかという真意を聞きたい。審議委員の座長や、教育委員の人たちも答申をして

いるわけだから、次回にはここに来てもらい、その中で我々がいろいろなことを質

問したい。いまの状況では納得が出来ない。先日住民説明会がありましたが、ある

お母さんからアンケート調査をして欲しいとありました。その答えも貰っていない

し、あれから何日も経っていますし、大事なことだから他の仕事をストップして、

その討議はいくらでもできたはずです。

事務局 審議経過ということでしたが、教育委員会として会議録をきちんと整理をしてお

ります。会議録を見ていただけたら、どの委員さんがどういった発言をされたか分

かるようになっています。必要であれば、いつでも会議録は閲覧できますので、教

育委員会の方にお話をいただきたいと思います。

アンケート調査につきましては、前の説明会でもお話させていただきましたが、

基本的に皆さんとお会いをして生の声を聞いて、直接お答えして理解を得る方向で

考えておりますので、現状アンケートについては考えておりません。

住 民 忙しいからホームページで見られるようにして欲しい。

事務局 ホームページについては、教育委員会で持っているわけではありませんので、容

量や載せ方について、管理をしているものと調整します。お約束は出来ませんが、

検討いたします。

住 民 アンケートは全くする気がないと仰ったのですか。

事務局 直接説明させていただき、皆さんの声を聞きながら、こちらの考えを直接お話さ

せていただくということで、進めております。

住 民 去年か一昨年に、各学校で保護者説明会をしましたよね。あれはどちらでしたか。

事務局 平成 17 年です。

住 民 平成 17 年 12 月に広葉小学校保護者からは、通学距離について不安の声がありま

した。実際に会ってお話した話を教育委員会さん側で紙にまとめて、ホームページ

に閲覧できる状態にした場合、かなり親の意見を都合の良いように、割愛している
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ような感じがしました。アンケートをして欲しいと言ったのは友人なのですが、ア

ンケートを全くする気がないということでよろしいですか。

事務局 直接お話をして、ご理解をいただきたいと考えております。

通学区域審議会と説明会については、ホームページに要点ということで載せてい

る状況です。こちらの都合の良いように載せているのではないので、そこの辺りは

ご理解をいただきたいと思います。

住 民 そういう意見もあるということです。

事務局 ご提案としては承りますが、私どもとしては節目で審議会に出すようにしており

ますし、その考え方については出しているつもりであります。ご意見の趣旨は承り

ました。

住 民 直接学校に関することではないのですが、わたしは働いており子どもを学童保育

に入れております。広葉小学校は校舎の 1 教室を改装したところに、校門を出て別

の入り口から入るかたちですが、ただの学童保育にはない安心感があります。また

若葉小学校の学区ですと、住民センターまで行っています。万が一若葉小学校に校

舎が移った場合、学童保育はどのように考えているのか。担当は違うかと思います

が、学童児童は増えております。また広葉小学校の学童に通っているお子さんが、

住民センターの学童に行くとなると、とてつもない時間と労力がかかります。いま

学童で言われている放課後子どもプランについても、教育委員会はどう考えている

のか。

事務局 学童クラブについてはいまお話があったように、担当が違います。軽軽に間違っ

たことを言っても、誤解を受けますので言えませんが、少なくともいま学童として、

またおたっしゃ塾として校舎の一部は使われていますから、こちらについては検討

していく課題ですし、どうなるのかというお話につきましては、担当部局の方に私

どもの方で話をしていきます。

住 民 残していただきたい。北広島の学童はいま、高台・緑陽・若葉の 3 学区が同居し

ているようなかたちです。これに広葉が加わってしまうとなるとどうなるのか。今

でも手狭なうわさは耳にしている。新たに学童もしくは学童に代わるものが出来る

のか。今後の考えでいろいろあるとは思いますが、社会情勢を考えると、幼稚園に

通われている保護者の方でも、全くお仕事をしていない方が減っている状況だと思

います。部署が違うという話もありますが、放課後子どもプランということも、文
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部科学省から出ていますよね。そういったものも含めて協議していく材料の 1 つと

して、持っていただきたい。働く親としては面倒をみてあげられればいいのですが、

それが許さない状況下にあるので、そういった細かい問題も統合には付きまとって

くると思います。部署で切るだけではなく、垣根を取り払い、児童を第一優先で考

えていただきたい。

事務局 仰ることはもっともかと思います。教育委員会としてはどんどん子どもが減って

いき、子ども達にとって、本当にこの状況でいいのかということから、教育の環境

整備をするということで、説明をさせていただいております。横の連携を取るとい

うのは分かる話でありますので、直ぐに結論は出ないかもしれませんが、強い要望

があったということを心に受け止め、調整していきたいと思います。

住 民 統合後の校舎選定についてですが、先ほどの説明でもありましたが、校舎には大

差はないということですよね。築年数も 3 年と 30 年というのなら分かるのですが、

そうでもないですし、中学校も広葉小学校のそばにあります。今日は第 2 住区の方

もいらっしゃっているので、申し上げにくかったのですが、現在も北進町のあたり

には子どもが多いです。広葉小学校の方が児童数も多いです。遠くなるなら納得で

きる理由があればいいのですが、通学路を変えなければならない児童が多いという

のが、どうしても納得できません。8 月最初の保護者説明会の方でも、あった話だと

思います。人数は考慮に入れていないと、そのときには仰っていましたが、ここに

並べてある校舎の敷地面積が多少違うとか、築年数が 2 年ほど新しいですとか、そ

ちらにとっては大事なのかもしれませんが、子どもの親としてはどうしても、なぜ

そうなったのか納得いかない部分がある。なぜ人数を考慮に入れていないのか、そ

の辺りをご説明いただきたい。

事務局 2 校はそれほど差がないと最初にお話させていただきました。そういう中にあって、

具体的に少なくともどちらの校舎の方が、より子どもにとって環境的に優れている

かということから、校舎や校舎の利便性、教室、グラウンドの状況、子どもの安全

というものを大きな柱にしております。児童保護の中で距離も検討材料になってい

ますし、通学路の安全に関わること、交通状況が 2 つ目の検討課題になっています。

3 つ目が地域との関係や周辺環境ということで、若葉小学校も広葉小学校も学年によ

っては、周辺の公園などを使って授業に取り組んでいる状況もあります。

いまお話がありました通学距離の関係ですが、2km と時間の話が出ておりますが、

先ほどお母さん方が言われるように、負担がないというわけではないのかもしれま

せん。むしろ一定の負担がかかるのかもしれませんが、2km の範囲であれば、通っ

ていただける範囲かと考えております。数で決めるという話になりますと、吸収や
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合併する話になりますが、両方の学校を一旦廃止して、新たな学校をつくるという

ことで考えております。1 人 1 人の子どもさんにとって、負担がないとは当然言えま

せんが、通っていただける距離かと考えたということです。数だけをメインにして

考えたのではなく、いろいろな角度から検討して決めたものであります。

住 民 今日の建設新聞に多分輝美町だと思いますが、団地の見直しというものが出てい

ました。北海道の方でも北広島団地を何とか支援して、変えていこうというような

考え方があると思います。その辺は市で把握しておりますか。

事務局 しておりません。

住 民 市でも建設新聞を取っていると思いますので、そういう部分も考慮して欲しい。

広葉の緑道は暗いですし、子どもが 1 人で歩けるような場所ではない。街灯も飛

び飛びで、痴漢が出る。孫も学童から、冬の 17 時に 1 回目は帰って来られなかった。

冬の 16 時は暗いです。そういうところに子どもに毎日通わせなさいというのは厳し

い。あまりにも子どものことを考えていない。大丈夫だろうとか、こうだろうとい

うことが事故の元になっている。事故に遭ったときには、市に損害賠償の責任があ

るのですよ。そうだろうでは駄目だ。

住 民 あまりにも市の認識が甘すぎるのではないか。距離が長いこともそうですし、安

全面についてものらりくらりと、具体的な提示がない。先ほど提案がありましたア

ンケートをとるというのもあります。現場の先生方、生徒さん、保護者の方々が広

葉小学校から若葉小学校に移るとしたら、どういう問題点が出るのか、まず全てを

洗い出して、そこを説明してから話を進めるべきだと思う。アンケートは取らない

で、聞かれたことはその場で対応していくということですが、いまの説明の仕方で

は、何度説明会を続けても同じことになってしまう。広報でもなんでも良いですか

ら、アンケートや住民の声を聞く機会を持ってもらい、それを吸い上げた上で問題

点を 1 つ 1 つ解決して欲しい。前回の説明会の宿題も何もやってきていないようで

すし、わたし達も何が起こっているのか分かりません。

住 民 統合あり気なのかと思いましたら、統合は何年になるか分からないという話しで

した。いまの意見がまとまった意見で、何が良くて悪いのかということをあげてい

かないと、失敗するのではと思います。次の説明会では、この資料がさっぱり分か

らないので、問題点などを細かく書いたものを提示してもらい、こちらもしっかり

と勉強していきたいと思います。
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住 民 教育委員会としては若葉小学校の校舎が望ましいということですので、そうなっ

た場合をお聞きします。北進町はロイヤルシャトーもありますが、3～4 丁目や北広

公園の向こう側は、北広公園を横切ってトリムコースを通ると近いです。先ほどは

トリムコースもいいように聞こえたのですが、どこかで安全性の面で通らせないと

いう話も聞いたので、その辺をお聞きします。

両校とも端の地区の人が大変なのですが、北進町 3～4 丁目、ロイヤルシャトーか

ら若葉小学校に行くという話ですが、逆の広葉小学校に行く場合、若葉町・南町辺

りよりは、人口的には北進町の方が多い気がします。白樺町や南町の住民より、若

葉町の団地が多いと思います。遠いところの率を考えると、北進町から移動する方

が、多くの生徒が危険に会う可能性が高いと考えます。

事務局 トリムコースの危険性につきましては、わたし達の方では聞いていません。

住 民 トリムコースは通学していいということですか。

事務局 通学路自体は、最終的に学校が決めてきます。全路線を学校が決めるということ

でもありません。個々の家から指定された通学路の中に出て行くということが、一

般的であります。北進町 3～4 丁目については、距離的にはトリムコースは 1 箇所し

か大きい道路を通らないので、トリムコースで想定はしております。

人口につきましては、人数児童数の多い少ないは、基本的に考えておりません。

ただ保護者説明会の中で、そういうような分布図等の要望はされています。ただ個

別の部分について、どのようなかたちで出せるかについては、検討していかなけれ

ばならないということで、課題になっています。次回の保護者説明会のときに、提

示をするというお話をしています。

住 民 安全面から考えると、トリムコースを通らせるのは、保護者としては不安です。

北進町から若葉小学校に通う場合は、トリムコースを通る可能性があるのですが、

広葉小学校に行く場合には、トリムコースの危険なところを通らなくても、ほとん

どの生徒が通学できるという安全性があります。一番安全性が大切だと委員会の方

で言っていましたので、安全性を考えると広葉小学校を選択した方が、全ての生徒

が安全ではないかと思います。学校に任せるから、通学路は後で決まるといってい

ましたが、駄目となっても近いと子ども達は通りますから、駄目だというところを

通って事故になったときに、どういうふうに対応するかということは難しいと思い

ますので、なるべく危険性がないところを選択した方がいいのでは。トリムコース

は危険という認識がないと思いますので、その辺を検討して欲しいと思います。
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事務局 トリムコースについては、安全性がないとは判断しておりません。そういうお話

もありますので、検討したいと思います。

住 民 広葉ばかりではないのですが、高台等でも不審者情報が出ています。起きている

のは、トリムコースで変な人に声をかけられたとか、抱きつかれたとか、拘束され

た中学生などもいると、教育委員会の方から出している不審者情報で言われている

のに、なぜ安全なのか。皆さんの目で確かめていただきたい。昼間に歩いても人通

りはありませんし、あっても一定時間帯だけです。夜になると街路灯も少ないです。

あと中央通を通勤で通るのですが、中央通ですら冬の夕方になりますと、低学年は

少ないとは思いますが、高学年の児童であれば暗いところを通らなければない。広

葉小学校に学校がなったとしても、いま若葉小学校に通われている地域の方には、

どちらに行っても不安があると思います。統合の話の前に都市整備の方をしっかり

とされて、そういった不安を解消してから事業をしていただけたらと思います。行

政の仕事は後手になっている気がします。わたしも行政に携わっている人間ですが、

中にいる人間でもそう感じる。親としては安全面が一番大切です。不安を 1 つでも 2

つでも解消できる施策をきちんと示して欲しい。それを示せないのであれば、これ

をやるのを待っていただきたい。これは意見ですので、答えは要りません。

事務局 お話の趣旨は理解しました。

住 民 説明会に全員が出席できるわけではない。来たくても来られなかった人がたくさ

んいると思う。今日の説明会の結果などは、広報などでお知らせされるのか。それ

とも今日聞いた人たちが、口コミで伝えていくのか。説明会以外に意見書などを取

りまとめて、教育委員会の方に差し出すのはかまわないのか。

事務局 説明会がつながっていまして、議事録そのものがなかなか起こせない状況であり

ます。現在誠意努力はしていますが、前の説明会についても一定の期間が経ってか

ら、要点をホームページで公開しております。今回も回数が重なっており量も多い

ということで、時期のお約束を直ぐには出来ないのですが、まず議事録を起こし、

その後ホームページの方に、どういう意見があってどのような回答をしたかという

ことで、要点については載せていきたいと考えております。これからもそれが何回

か続くと思いますが、それらの説明会についても、一定の時期に載せていきたいと

考えております。

意見や個別に教育委員会の方に来られて、お話をするということについては、時

間が合えばかまいませんし、お手紙でもインターネットでもかまいません。どんど

んお願いします。
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住 民 今日でわたしは説明会に出させていただくのは 3 回目なのですが、再三理解を得

ながら進めてまいりますと仰っています。本当に理解を得てから進めていただける

のか。適正規模の説明会も一昨年からありましたが、そこで理解を得られたから適

正配置に進んだのだとわたしは理解をしていました。ただ適正規模の方で、統合そ

のものにも反対されている方が、たくさんいらっしゃるようです。若葉小学校の方

で説明会が開かれたときにも、どうしていま一緒にしなければならないのかという

意見が出たと聞いています。適正規模についても適正配置についても、きちんと皆

さんが理解をして、これでいいのではないかというまでは、進めないということを

お約束いただきたい。適正規模のときにも反対意見はあったのに、次に進んだから

こういうことになったのでは。

事務局 前の 2 回の説明会でもお話させていただきましたが、いまは 1 回目の説明会です。

少なくともこれで終わりというわけではありません。今日来られない方で、次に来

られる方もおられると思います。審議会で 1 年半の審議の結果、答申を受けました。

それを教育委員会でいろいろな角度から、検討や現地調査を含めて 7 回行い、方向

付けをさせていただきました。尚且つこういうことについて、一方的に決めるので

はなく、説明をして理解をいただきながら、方向付けをしていくということがあっ

て、

住 民 お約束はいただけるのでしょうか。そうではないのでしょうか。それをお答えい

ただきたい。まだ反対意見がたくさんあるのに、進めていかれては困ります。1 回目

の説明会だということは、重々承知をしております。きちんと理解を得てから進め

ますという、お約束をいただきたいと申し上げているのです。前置きは十分聞いて

います。

事務局 現時点では、2 回目の説明会を誠心誠意やらせていただきたいということまでしか

お答えできません。

住 民 2 回目には我々が質問したことに対しての答えは、出してくるのか。

事務局 地域の説明会で質疑内容・概要を出してもらえないかというお話がありましたか

ら、その方向で整理して考えてまいります。

住 民 我々からいろいろな意見が出ているわけで、それに対して整理して議事録をとっ

ているのだから、こういうものがあったという重点的なものについては、答えはそ
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れなりに出してくるのですね。

住 民 ここに来られた方の中には、今日で納得された方もいると思いますし、そうでは

ない方もいます。わたしは納得していません。そういう人がいる限りは、この統廃

合の話を進めないということをお約束いただきたいのです。

事務局 現時点では、先ほど以上のお答えは残念ながら出来ません。

住 民 統合の時期は、そちらの方では決まっているのか。話を聞いていると、そちらで

は期限が決まっているかのように感じる。

事務局 期限が決まっているということはありません。

住 民 ないのだったら、皆のいろいろな意見を聞きましょう。

事務局 10 回の説明会で、1 回目の説明会が終わります。それぞれの地域説明会で、いろ

いろな課題や疑問点が残っておりますので、2 回目についてはそういうものの説明を

させていただきます。先の話をするのではなくて、我々はまずは次回の説明会に入

り、取り組んでいきたいと考えております。

住 民 過去の事についてですが、適正規模の時にはどの段階で理解を得たと判断したの

ですか。これからのことは分からないでいいですけれども、過去のことはお答えで

きますよね。どの段階で何があったのから、皆さん理解をされたと判断されたのか。

事務局 適正規模につきましては、4 校の保護者説明会と 4 住区での説明を行いました。そ

こで適正規模に対する通学区域審議会の考え方をお示しして、その上でご意見やご

要望をいただきました。その中で適正規模そのものに対する直接的な反対意見とい

うのは、一部はありましたが、その意見を含めて通学区域審議会の方に報告をして、

適正配置の審議に入ったということであります。

住 民 反対していた人は納得したのですか。

事務局 反対していた人が納得するとかではなく、ご意見を伺い報告をしたということで

す。

住 民 これから先も説明して終わりということですか。
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住 民 話し合っても決まったことを理解できないといっても、統合はするということで

すか。

事務局 就学前のお子さんを持つ保護者の皆さまへの説明会です。8 月 1 日から説明会を始

めています。1 回目は 1～4 日までで保護者の皆さまへの説明会を開催させていただ

きました。その中でいろいろな意見や質問がありました。理解を得られないという

ことで、課題も幾つか貰っていますので、それは 2 回目の説明会でお話するという

ことになっています。16 日に地域の皆さまへの説明会を開催しました。そのときに

出られたということですから、同じ内容の説明をさせていただきました。今日も同

じです。明日も同じ説明をする予定です。それぞれの地域で同じような意見や質問

もいただきますが、違う意見も地域によって出てまいります。そういうことについ

て、直接お会いしてお話をさせていただく。直にいろいろなご意見をお聞きして、

お答えするということで臨んでおります。2 回目についても協議をさせていただいて、

日程の組み方についてもいろいろご意見をいただきました。少しでも多くの方に出

席していただけるように、私どもの方でも問いかけをさせていただきました。その

結果、私どもが 10 月のどちらかで日程を組んで、2 回目を行うという話をさせてい

ただきましたので、いまの時点でいえば、まだお答えしていない部分もあります。

住 民 多くの市民のコンセンサスを得てから、統廃合を決定していただきたい。そうで

なければして欲しくない。

住 民 通学に関して問題がないと最初に説明をしていたと思いますが、問題ないとは誰

も思っていないので、2 回目の説明会では問題ありという認識に変えていただけない

のか。どちらでも同じで、どちらかに負担がかかります。トリムコースについても

安全だと言っていましたが、認識が違うと思う。問題ありといっている人もいるの

ですから、次の説明会では問題ありと書き換えて欲しい。

住 民 実際に暗くなってからどういうものなのか歩いてみるべき。

住 民 北進町の者です。この 2 時間の中で安心が出来たのは、統合は決定事項ではない

ということが聞けたので、良かったのかと思います。しかし最後のお話の中で、2 回

目の説明の中でということで、矛盾が生じると感じます。この話の始まりが、12 学

級から 24 学級を基本とすることが望ましいと考えたからですが、その基本はまず現

状で 10 学級と 6 学級ということで基本を立てたとしたら、統合せざるを得ないとな

るので、統合目的の話が始まっているのかと思います。実際に複数化というデータ
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は全くないですよね。大曲東小学校の 24 学級と広葉小学校に、何の差があるのかと

いうことも分からない。それも通学路になるかならないか分からない距離を調べま

したといっても、納得のいく理由にはならない。説明会を 10 回やったか分かりませ

んが、意味がないかと思います。実際に今回 2 時間以上ここに座っていましたが、

はっきりとした回答も出ずに、今後どうなっていくかも分からない。そういった不

安の中で終わるなら、やる意味がない。12～24 学級が、これだけの保護者の不安を

拭えるようなメリットがあるのかというところから、話を始めていただきたいと思

います。統合ということが目的ではないということをこの場ではっきりと言ってい

ただき、今後検討を続けるということを約束していただきたい。

住 民 1 回目で直接皆さまの声を聞いたから、第 2 回目に反映されるとわたしは理解をし

ています。このような意見がたくさん出るとは思っていませんでしたが、そういっ

た意見が出てきたということは、第 2 回に当然反映されるだろうし、それをもって

いろいろな課題が出てくると思うのです。それはそれで問題がないと思う。

いまの話を聞いていますと、適正で 4 校について考えていますが、いま東部小学

校の話も出てきましたし、それを全部ひっくるめて、考え直さなければならないレ

ベルの話になってきているというのも、住民の方から意見が出ています。それも当

然今後の話し合いの中で反映されていくのですか。反映されない、もしくはその辺

は考えますがということであれば、皆さんが言っているように、この説明会に意味

はないと思います。その辺の明確なことばが欲しいと思います。

余談ですが、わたしは統合した方がいいと思っていますから、いま言われた距離

や時間等は、バス等で解消をしてでも統合した方がいいと思いますし、東部小学校

に行けるのであれば、それもいいと思います。

事務局 2 回目に反映されるのかということについては、基本的にはそのように考えていま

す。

東部小学校についてのお話ですが、例えばこちらの学校の生徒が、こちらに移っ

たということでは解消しない問題です。北広島団地というのは人工的につくられた 4

つの住区があり、その住区に小学校をつくってきたという経緯があります。いまは

児童が減って、12 学級が保てないということから、審議会の中でも 4 校を 1 校にと

いう話が出ました。しかしそれでは通学距離が長くなるということから、そういう

ことも踏まえつつ、近くの学校 2 校を合併するという方向付けが出されました。現

時点では東部小学校へという考え方はしておりません。ただお話がありましたよう

に、そういうことについて本当に検討の余地がないのかという話になりますと、即

答は出来かねます。ご意見があったことについては、私どもも受け止めたい。
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住 民 適正規模のときにもそういう話が出ていたと思います。そもそも 250 人の学校が

小さい学校なのかという人はいたと思います。説明会にはそんなに出ていませんが、

経過は聞いています。そのときに皆さんの納得を得られたということで、いまの段

階に進んでいる中で、まだこれだけ統合そのものに反対されている方がいるという

ことに対して、不信感を覚えています。皆さんがやっていることに信用が出来ない。

適正規模の段階で、反対論はどの時点でもって、どう片付けていまに移っているの

か、これを答えて欲しい。250 人というのは、そんなに小さい規模の学校ではないと

思いますが、皆さんの考え方は小さいという考え方で、統合しましょうということ

に対して、おかしいのではという意見も、平成 17 年に出ていたと思います。どのよ

うに処理をされたのか。

事務局 適正規模については説明会の中で、一部そのような意見もありましたけれども、

概ね理解されたという報告をしています。

住 民 決を採ったとかそういうことですか。

事務局 全員が全員というわけではないですが、直接お話をしてということであります。

住 民 ここにいる人たちは住民の代表ではないですから、たまたま来られる人がこの場

にいて、たまたま賛成の人が多かったら、全ての意見だったということですか。

事務局 概ね理解を得られたということであります。

住 民 そのときに説明会に来ていた方々が、賛成ですといったから、それで適正規模に

対しては理解を得られたと判断したということですね。

事務局 適正規模というのは、統合という話ではありません。

住 民 12～24 学級が望ましいという考え方で、皆さん納得をしたということですか。

事務局 概ね理解をされたということで解釈をしました。

住 民 その理解をされたという基準はどこだったのですか。

事務局 適正規模の説明を行ったときに、直接適正規模に対する反対は一部の方だったと

いうことです。
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住 民 こういう場に集った方の一部ということですね。

事務局 そういうことです。保護者説明会・地域説明会を行いましたが、その中で上げら

れた声は一部だったということです。

住 民 間違いないんだな。

事務局 はい。

住 民 ここで何回かやって、反対したら止めるんだな。そういうことだよ。一部の意見

は切り捨てるのだから。言葉というのは重いんだ。

事務局 今日出られている方は全体ではありません。一部といえば一部です。

事務局 適正規模についての説明会を行い、それについてどういう判断をしたのかという

事を聞かれましたので、一部反対の方はいましたが、概ね理解をされたので、その

旨を報告しましたということです。

住 民 だから今度説明会をやったときに、大半の人が反対だったら統合しないで欲しい

という意見なのだから、それは受け入れなければならないというのが、多数決の原

理ですよ。あなたは答える言葉を間違っているんです。

事務局 4 地区の全ての保護者・地域の説明会の中で感じたことをお話したのだと思います。

ですからここ 1 つの地域だけのことでのお話ではありません。

住 民 いまこの方が言った事の理解をしていない。

事務局 どういう質問ですか。

住 民 統合のことについて、少数意見はどうしたのですかと言ったら、少数意見はあり

ました。しかし大半が賛成ですから、その少数意見は切りました。

事務局 その大半が賛成で、少数の反対意見があったというのは、4 つの保護者説明会と、

4 つの地域説明会の 8 つを総合的に見て、判断されたのだと思います。ここだけの問

題ではないのです。
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住 民 そういう説明の仕方をしても駄目だ。

事務局 説明の仕方が足りなかったというのは、申し訳ありません。

住 民 話を前に進めましょう。そういう話も出ているとか、それをもって次にもってい

くとか、前向きな話をしませんか。例えば若葉小学校と広葉小学校については反対

となるかもしれませんが、４校全部で皆を集めたら、賛成多数になるかもしれませ

ん。そういう話ですよね。でもそういう話になったら、目的として今こういう問題

があって、それに向けて進むにあたって、全員を統一しての意見というのはあり得

ないです。概ねと言っているのがその概ねなんです。

住 民 進め方に関しては、どういう経緯で決定されたのか、反対意見を切り捨てたのな

ら切り捨てたでいいです。そうやってごり押しで進めていくというやり方だという

なら、それならそれでこちらも考えます。規模に関しての話は 2 校です。学校はど

のくらいの大きさが望ましいのかということに関して、反対だと言っている人たち

もいるのですから、その意見はどうされたのかということです。それは無視して、

次の段階に進めたと思っているから、今はっきりとしてくださいと言っているので

す。

事務局 適正規模に関しては、通学区域審議会の方から答申を貰い、それについて通学区

域審議会の考え方をご説明に行ったということです。通学区域審議会については、

12～2４学級を基本とするという考え方をいただきました。そういうかたちで審議を

しています。ご理解をしていただきたいということで、ご説明をしました。

住 民 配置についての説明の中の経緯で、規模に関しては住民の理解を得たというかた

ちで説明しましたが、理解を得ていない方もいるから、こうやって反対している方

もいるのではないですかと聞いているのは、不信感なんです。

住 民 統合に関してはもう決まって、皆理解をしているのだと思ったから、統合ありき

で、でも校舎が若葉小学校というのは、広葉小学校の方が多いのに、どうして若葉

小学校なのかということを考えるのです。地域住民説明会でも、2 校を統合すること

自体に反対されている方もいました。

住 民 印象として、保護者ではなく年配の方は、まず統合そのものに反対意見を言って

いたと思います。ただ過去に遡って、どうしてそのように進んでいったのかという
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ことに関して、不信感を持っているので、その辺をはっきりとしていただきたい。

住 民 今回は児童の保護者・地域住民・未就学児の説明会でしたが、前回は今回のよう

なかたちでやられたのですか。

事務局 前回については 4 つの学校の保護者と、4 地区の地域住民です。

住 民 いま入っている子どもよりも、これからのお子さんの問題ですよね。違っていた

らすみませんが、未就学児もというのは学童の保護者に、受益者負担のときに、こ

れから入る保育園の保護者を加えてくださいというのを 8 学童の親と保護者と賛助

会員で集めています、市連協という団体から申し入れをして、そういうようなかた

ちをとらせていただきました。それを受けてこういうかたちをとったものなのか、

それとも教育委員会さんの方でこれだけの問題になってきているので、独自で未就

学児の保護者というように考えたのか。今いる方達だけの問題ではなく、わたし達

も自分の子ども達の今後が心配です。このことについて不信感があるので、わたし

も 3 回出ていますが、若葉小学校の方で 3 回出ておられる方もいると思います。枠

を大きくしたら話もそれだけ大きくなるので、収拾がつかなくなるということがあ

るかもしれませんが、その辺はどのように考えていたのか知りたい。それをきちん

としなかったがために、そういうことにつながっているのではと思う。

事務局 通学区域審議会の答申を受けて、教育委員会として考え方を決めて、今回お示し

しました。通学区域審議会は、統合が望ましいという組み合わせだけを出していま

したので、教育委員会の方である程度の考え方を示し、ご意見を伺おうということ

でやっています。前回の適正規模については、審議会の考え方は今こういうかたち

で審議をし、答申をいただきましたという考え方をご説明しました。

住 民 大事なことなので、わたし達からするとそういう審議会を経てやっていますと言

っていても、通るか通らないかは別としても、自分たちの意見をどこかで反映され

る場所というのは欲しい。一般的な説明会であれば、もう決まったことについて聞

くとか、それに対しての意見や質問を聞くというのが普通です。今日は第 2 住区の

方も同席していますが、住民の声をきちんと聞いて貰っていれば、今のかたちも違

っていたのかと思います。済んでしまったことなので、今後に生かしていただきた

いのです。もしかしたら私たちが言っていることは、市としては聞きますが、わた

し達としてはこれで行きますというふうになるのではと思います。市長も市民の声

を最大限に生かす行政をしたいと言っていますよね。そのためにもたくさん聞いて

もらいたい。そしてそれに対して納得のいく答え、駄目ならなぜ駄目なのかという
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事を知りたい。わたしは保育師ですが、なぜ駄目なのかということを子どもに分か

るように伝えるということは、自分の使命だと思っています。出来ますという答え

ばかりを望んでいるのではなくて、なぜ駄目なのかということが、不透明にしか思

えないのです。

事務局 先ほどの方からお話があったように、意見としていったのだから、それについて

検討して反映させるという

住 民 この場で直ぐでなくても良いのです。今後きちんと駄目なら駄目な理由、出来る

ならこういう部分は検討して、このようにやっていきますというものを声に出して

言っていただきたい。皆が皆さんの仰っていることを 100％理解できますというのは、

個人差があります。ここで答えが出せないものはたくさんあると思います。たくさ

んあるのであれば、次回のときに出しますと先ほど仰っていたことについても、き

ちんと反映させてもらいたい。

事務局 逆にそのことはご理解いただきたいと思っています。それぞれの説明会で、2 回目

の説明会を行うことのお約束をしてきております。2 回目を開催させていただき、そ

の中でお答えしなければならないものもありますので、そちらと前回の説明会の中

で、基本的な質疑の内容が出せないかという話もありましたが、その辺の整理をす

るのに時間がかかると思いますが、そういうものも出していくべきと考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。

住 民 先週の住民説明会で仰っていた人がいたのですが、時間を遡って統合から見直せ

ないかという質問があったと思います。今は適正配置の場ですから、昔に遡ってそ

こから見直すという用意はあるのですか。

事務局 そのときわたしからお話したと思いますが、1 年半の審議会の経過を受けて、答申

をいただいております。それを教育委員会会議の中で審議をして、方向付けをした

という経過があります。私ども教育委員会事務局の者としては、審議の経過をきち

んと受け止め、経過について皆さんに説明させていただいている段階です。ご理解

をいただくための説明会を開催しているということです。

住 民 先週の方が言っていたのは、広葉小学校も若葉小学校も両方残して欲しい。その

議論からもう 1 回住民の意見を聞いて、やって欲しいということに対して、決定だ

からできないということでした。
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事務局 決定ということではなく、審議会と教育委員会がいろいろな角度から検討して、

審議をして一定の方向付けがされています。

住 民 それは若葉小学校と広葉小学校の、どちらの校舎を選ぶかという今の話ではなく

て、平成 17 年のあの段階に戻って、そもそもこの 2 校を一緒にする必要があるのか

どうなのか、今度は住民の意見を取り入れて検討して欲しいということでした。

事務局 承知しております。そのことについてお答えしております。

住 民 適正規模・配置ではなくて、もう 1 回統合そのものを話し合うということ。ゼロ

からやり直していただけるということでいいですか。

事務局 審議会で答申をいただいた内容を説明しました。

住 民 それに対して、いまこの場で反対意見を仰っている方もいるということです。

事務局 審議会で答申を受けました内容を教育委員会の会議の中で審議され、方向付けを

されました。そのことについて理解を得るために、説明会に入っております。答申

を受けた内容というのは、適正規模のことと、配置についてのあり方の方向付けで

す。それをもって教育委員会で最終的に、両校を廃止して新しい学校をつくりあげ

るということです。いまの校舎は 60～65 年が鉄筋校舎の耐久年数です。30 数年で

すから、まだ 30 年近く校舎は使える状況にあります。この校舎は私どものものでは

なくて、市民の皆さまの貴重な財産です。有効に使っていただくための手立てを考

えていくのが、我々に課せられた使命でもあります。

住 民 建物をどうこうというのではなく、小学校として残して欲しいと、とくに年配の

方は言っていたと思います。いまこの場でもそういう意見があるということは、ま

た無視するということですか。

事務局 そういう意見を持つ皆さんがおられますので、こういう説明会を開催しています。

住 民 若葉小学校と広葉小学校のどちらにするではないのです。

住 民 その選択肢として伺いたいのですが、若葉小学校と広葉小学校をいまの状態で残

すという選択肢が 1 つ。統合をしてこの方向付けのように、若葉小学校の校舎を使

うのが 1 つ。統合して広葉小学校の校舎を使用するというのが 1 つで、この 3 つと
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いうことでよろしいですか。

事務局 審議会の傍聴は来られたことはありましたか。

住 民 わたしはないです。

事務局 審議会は規模についても、どうあるべきかということを審議していただきました。

住 民 だから統合は決定ということですか。

事務局 規模についての答申と、その後に配置についての考え方を出していただきまして、

教育委員会会議の中で方向付けをしたということです。

住 民 両校を残すということは、いまの段階ではないということですか。

事務局 私どもとしては、方向付けされた内容を皆さんにお知らせして、ご理解をいただ

くための説明会を開催しております。

住 民 両校を残すというのはあり得ない選択肢で、あとはどちらの校舎を使うかという

ことで、理解してもいいのですか。

事務局 客観的に公平に検討されてきた方向付けだと思っています。そのことを踏まえて、

皆さんのご理解をいただくということで、いま誠心誠意取り組んでいるところです。

住 民 統合はするけれど、どちらの校舎にするかは決まっていないということでいいで

すか。

事務局 そのための説明会ということですから、どちらの学校ありきという話ではなく、

教育委員会会議の中で若葉小学校が望ましいということで、いろいろな観点から検

討した結果、そういう方向付けをさせていただいたということです。

3 時間経ちましたので、ご質問される方がおりましたらお受けをして、今日の説明

会はこれまでにしたいと思いますが、いかがでしょうか。

住 民 先ほど決定事項ではないといったことが、最後には決定された方向で話が進んで

いっていますが、違うのですか。
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事務局 方向付けがされたということです。

住 民 軌道修正も視野の中にあるのかないのか。方向ですではなくて、検討が可能か可

能でないのかだけ聞きたい。方向性がどちらに行ってもいいのです。

住 民 着地点がいくつあるのかを知りたい。

事務局 方向付けされた内容を皆さんにお知らせして、ご理解をいただくための説明会を

開催しております。

住 民 ゴールが 1 つしかなかったら、説明をずっと聞いていて、納得をしてその方向付

けで終わりというのか、こういう意見を聞きながら、多少でも着地点が変わってい

くという考え方があるのかないのかという話だと思います。そこを濁されるので、3

時間にもなっていると思います。

事務局 先ほど来私どもに対する要望もたくさん出てきております。要望の中には解決で

きるかと思うものと、難しいかと感じるものもあります。そういうものは、これか

らの検討課題だと思っています。そういうものを抜きにして、どうするこうすると

いう話ではないと思っています。まず今日出された内容を検討する必要があると思

っています。

住 民 これを既成事実だけにしないでください。

住 民 これは議事録として残るのですよね。

住 民 質問に理解はしているのだけれども、それを言えないの。

住 民 適正規模のときもそうだったのです。結果的にいろいろ議事録が残って、意見は

反映されて、何がしかの方向修正がされるかと思ったけれど、そのまま来ています。

1 回目と言っていますが、学校規模の話としては 2 回目です。1 回目というのは適正

配置に関して 1 回目であって、学校をどうするかという話は 2 回目です。1 回目はも

うやって、決定しているはずです。その決定に至るまでの経緯が納得できないし、

反対意見をどうされたかに、ほとんど答えていない。2 回目を 1 回目に摩り替えて、

1 回目だからと前回もやっています。なし崩し的にいまは、統合は決定ですとなって

います。しかし先週の住民説明会は、そもそも納得がいかないと言っているのです。
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住 民 いまは広葉小学校ではなく若葉小学校になるという話が、現実味を帯びてきたか

ら皆が必死になっていると思います。

住 民 話が違うと思います。わたし達の意見が少しでも反映されて、もしくは聞いても

らって決まってきた話ではないから、ここで話さなかったら、自分たちの意見は何

も反映されないと思っているから、困っているのです。若葉小学校でも広葉小学校

でも、どちらになってもどちらかに負担がかかるので、誰かがどこかで妥協をしな

ければならないのは、分かっているのです。我侭を言うつもりはありませんが、話

の持っていき方がおかしいといっているのです。だから騒いでいるのです。次は待

ってくれといっているのです。

事務局 北広島市の規則で審議会というものをつくって、こういう問題は適正規模・通学

区域について審議をしていく。そこでそれぞれの関係者、代表者、学識経験者を含

めて総合的・客観的に意見をいただき整理して、答申をいただいております。

住 民 住民の方が反対されていました。

事務局 一部にそういう意見があったけれども、そういう報告を審議会にして、審議会と

してそういう方向を答申いただきました。答申に基づきながら、私ども教育委員会

会議を開いて、整理をしました。審議会においては使用する校舎は決めないけれど

も、

住 民 統合するかどうかは皆さんが決めたわけではないから、知らないということです

か。

事務局 その答申を元にしながら、教育委員会会議で使用する校舎を決め、ご理解を得る

ために説明会をしております。1 回目のあと、いろいろいただいたもので、ご理解を

いただくには難しい課題もあるかと思いながらも、次回にさらに深くご理解いただ

けるような整理をして、またお話をしていただくということを考えております。こ

こで白紙に戻せとか、ゼロもありかということではなく、何とか新しい学校で、子

ども達の環境を整えるためにということのベースを何とかご理解いただきたいと思

い、今日は臨んでいます。それについては課題も多いですし、いろいろなご要望・

意見がありますので、次回にまた課題を整理して、可能な限り説明をさせていただ

きたいと思います。これまでの検討を白紙に戻せとなると、私どもも大変厳しいで

す。
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住 民 質問を少し変えますけれども、意見として取り上げていただけるのはどこまでで

すか。統合を止めてくださいということも、意見として取り上げていただけるのか。

事務局 審議会の経過に基づいて、教育委員会で使用する校舎について望ましいと方向付

けをして、2 校を 1 校にするというのは、審議会で報告を受け、教育委員会会議とし

ても、基本的にそれを尊重して、使用する校舎について説明している段階です。

住 民 いま現段階で統合に反対されている方の意見は、聞いていただけないということ

ですか。

事務局 何とかご理解をいただけるように、説明をしたいということです。

住 民 この北広島団地に、4 つの小学校があります。どういう観点で配置をしたかという

ことは分かっていますか。分からないでしょう。それは子ども達が通っても、おそ

らくどこからやってきても、広葉小学校は 1km 圏内になるのです。若葉小学校も一

緒です。小学校 1 年生の子どもが、ゆっくり歩いて学校に行け、教育を受けられる

ようにということで、配置しているのです。そこを忘れているでしょう。今あなた

達が言うのだったら、学校を違うところに建てて、1 つでよかったのです。

住 民 過疎化が進んでいるんですから、何か対処をしなければいけないのですよ。昔の

話を持ち出しても、仕方がない。

住 民 ただそういうことも踏まえた中で、ものを言っているのかということです。建ぺ

い率・容積率からいって、ここに入った人の年齢を数えたら、ここが出来たときか

らそういうことになっている。だから前回もそういう話をしたではないか。その結

果がこういう子ども達に、つけを残しているのです。学校の位置というのは、根拠

があるのですよ。分かっているのなら、こういう答申の仕方はないのです。いま 5

～6 年のことではないのです。役所だって 10 年の期間で長期計画を立てている。悪

いけど、栄町・広葉町の年寄りはあと何年生きますか。そうしたら代が変わって子

どもが入って来るんだよ。そういうことまで考えなければ駄目だ。いま目先でもっ

て、結論は出さないで欲しい。4～5 年揉んでやっても遅くない。その辺の経緯も、

次回は教えて頂戴。住民が納得できる意見を出して。

事務局 話は承りました。今日のところは、以上で終わらせていただいてよろしいでしょ

うか。他の会場でもお話をさせてもらっていますが、次回の開催につきましては、

10～11 月にかけて開催の予定を立てたいと思っています。これについてご意見はあ
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りますでしょうか。日程をはっきりさせるわけにはいかないのですが。

住 民 学校や幼稚園などと広報で、いつどこでこういうものがありますということを知

らせればいい。

事務局 今回お知らせした方法と同じでよろしいですか。それから日程的なものについて

は、私どもにお任せいただくということでよろしいですか。そして平日 19 時からと

いうことでよろしいですか。

住 民 もう少し早くお願いしたい。

住 民 いいです。

住 民 平日なら 19 時がいいです。休日ならもう少し早くてもいいです。

事務局 他にどうでしょうか。

住 民 やはりアンケートはしないのでしょうか。ここにいる人は住民の代表ではないの

で、責任は重いと思います。

事務局 直接会ってお話をさせてください。

住 民 それでいいです。

事務局 前回の会場で、2 週間前までにはお知らせ願いたいという話がありましたが、その

辺を肝に銘じておき、日程をお知らせするということでよろしいですか。

住 民 はい。

事務局 それでは 22 時 20 分まで、休憩も取らずにいろいろ議論いただきましてありがと

うございます。今日のところはこれで終わらせていただきます。長時間ありがとう

ございました。

（注）発言を要約したものであり､発言すべてを記述したものではありません。


